
当
連
合
会
の
要
望
事
項
関
係
の
措
置

1
・ 

グ
リ
ー
ン
投
資
減
税
（
環
境
関
連
投
資
促

進
税
制
）
の
対
象
設
備
の
拡
充
等

　

当
連
合
会
の
か
ね
て
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
、

省
エ
ネ
の
最
大
限
の
推
進
に
向
け
て
、
次
の
と
お
り

対
象
設
備
の
拡
充
等
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（1） 

即
時
償
却
制
度
の
対
象
設
備
の
追
加

　

太
陽
光
・
風
力
発
電
設
備
の
即
時
償
却
制
度
（
中

小
企
業
は
7
％
税
額
控
除
の
選
択
可
）
の
適
用
期

限
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
象
設
備
の
範

囲
に
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
を
追
加
す
る

（
適
用
期
限
：
平
成
26
年
度
末
ま
で
）。

（2） 

特
別
償
却
制
度
の
対
象
設
備
の
追
加

　

30
％
特
別
償
却
（
中
小
企
業
は
7
％
税
額
控
除

の
選
択
可
）
の
対
象
に
、
定
置
用
蓄
電
設
備
、
省

エ
ネ
設
備
（
L
E
D
照
明
、
高
効
率
空
調
等
）
等

を
追
加
す
る
（
適
用
期
限
：
平
成
27
年
度
末
ま
で
）。

　

※ 

従
来
は
、
高
断
熱
窓
設
備
、
高
効
率
空
気
調

和
設
備
、
高
効
率
機
械
換
気
設
備
、
照
明
設

備
を
全
て
同
時
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た

が
、
こ
れ
に
よ
り
、
単
独
の
更
新
で
も
特
別

償
却
の
対
象
と
な
る
。

（3） 

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
に
係
る
固
定
資

産
税
の
軽
減
措
置

　

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
に
係
る
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
、
課
税
標
準
を
最
初
の
3
年
間
、
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
5
／
6
に
軽
減
す
る

（
適
用
期
限
：
平
成
26
年
度
末
ま
で
）。

2
・ 

都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
を
有
す
る
建
築

物
に
対
す
る
特
例
措
置
の
創
設

　

当
連
合
会
で
は
、
防
災
備
蓄
倉
庫
等
防
災
に
有

用
な
設
備
を
設
置
し
た
場
合
、
設
置
に
必
要
な
床

面
積
相
当
分
の
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
を
免
除

す
る
制
度
の
創
設
を
要
望
し
て
い
た
が
、
都
市
再

生
緊
急
整
備
協
議
会
（
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域

の
協
議
会
）
が
作
成
す
る
都
市
再
生
安
全
確
保
計

画
に
記
載
さ
れ
る
備
蓄
倉
庫
に
限
定
し
、
固
定
資

産
税
等
を
軽
減
す
る
特
例
措
置
が
創
設
さ
れ
た
。

　

※
特
例
措
置
の
概
要

　
　

 

対
象
設
備
：
都
市
再
生
緊
急
整
備
協
議
会
が

作
成
す
る
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載

さ
れ
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る

管
理
協
定
の
対
象
と
な
っ
た
備
蓄
倉
庫

　
　

 

制
度
要
件
：
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に

つ
い
て
、
最
初
の
5
年
間
、
価
格
に
2
／
3

を
参
酌
し
、
1
／
2
以
上
5
／
6
以
下
の
範

囲
内
に
お
い
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
課
税
標
準
と
す
る

　
　

適
用
期
限
：
平
成
26
年
度
末

3
・ 

都
市
再
生
促
進
税
制
の
延
長

　

都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
等
に
お
け
る
認
定
民

間
都
市
再
生
事
業
計
画
（
国
土
交
通
大
臣
認
定
）

に
係
る
特
例
措
置
（
都
市
再
生
促
進
税
制
）
の
延

長
を
要
望
し
て
い
た
が
、
対
象
要
件
等
を
一
部
見
直

し
た
上
で
、
さ
ら
に
2
年
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

※ 

制
度
要
件
（「
特
定
」
：
特
定
都
市
再
生
緊
急

整
備
地
域
、「
都
市
」
：
都
市
再
生
緊
急
整
備

地
域
）

　
　

 

所
得
税
・
法
人
税
：
割
増
償
却
（
特
定
5

年

間
50
％
、
都
市
5
年
間
40
％
）

　
　

※
従
前
の
要
件
は
、
都
市
5
年
間
50
％

　
　

 

登
録
免
許
税
：
建
物
の
保
存
登
記
（
本
則
0
・

40
％
↓
特
定
0
・
20
％
、
都
市
0
・
30
％
）

　
　

 

固
定
資
産
税
等
：
課
税
標
準
の
特
例
（
5
年

間
、
特
定
1
／
2
、
都
市
3
／
5
に
軽
減
）

　
　

 

不
動
産
取
得
税
：
課
税
標
準
の
特
例
（
特
定

1
／
2
、
都
市
4
／
5
に
軽
減
）

4
・ 

市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
け
る
特
例
措
置

の
延
長

　

市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
特
例
措
置
（
権
利

床
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
、
保
留
床
取
得

者
に
対
す
る
法
人
税
・
所
得
税
の
割
増
償
却
）
の

延
長
を
要
望
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
2
年
間
延
長

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

5
・ 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
認
定
特
定
建

築
物
に
係
る
特
例
措
置
の
廃
止

　
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
）
に
基
づ

く
認
定
特
定
建
築
物
の
割
増
償
却
制
度
（
10
％
割

増
）
の
延
長
を
要
望
し
て
い
た
が
、
適
用
実
績
が

少
な
い
こ
と
か
ら
、
本
制
度
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

6
・ 

工
事
請
負
契
約
書
及
び
不
動
産
譲
渡
契
約

書
に
係
る
印
紙
税
の
特
例
措
置

　

工
事
請
負
契
約
書
及
び
不
動
産
譲
渡
契
約
書
に

係
る
印
紙
税
の
特
例
措
置
の
延
長
を
要
望
し
て
い

た
が
、
5
年
間
延
長
の
上
、
税
率
を
引
き
下
げ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
他
の
税
制
措
置

7
・ 

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
に
係
る
買
替
特

例
等
の
創
設

　
「
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
略

称
「
エ
コ
ま
ち
法
」、
平
成
24
年
12
月
施
行
）
に
基

づ
く
集
約
都
市
開
発
事
業
の
た
め
に
土
地
等
を
譲

渡
す
る
場
合
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
買
替
特
例
や

軽
減
税
率
を
適
用
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

　

※
制
度
の
概
要

　
　

 

制
度
の
目
的
：
都
市
の
集
約
化
・
低
炭
素
化

を
図
る
た
め
、
既
成
市
街
地
に
お
い
て
多
数

の
者
が
利
用
し
、
省
エ
ネ
性
能
が
高
い
建
築

物
の
整
備
を
推
進
す
る

　
　

 

制
度
の
要
件
：
施
行
区
域
面
積
が
2
、
0
0
0

㎡
以
上
で
あ
る
等
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す

も
の
に
つ
い
て
、
次
の
特
例
措
置
を
適
用

　
　
【
居
住
用
資
産
に
限
定
】

　
　

① 

集
約
都
市
開
発
事
業
の
た
め
に
土
地
等
を

譲
渡
し
、
同
事
業
に
よ
り
建
築
さ
れ
た
建

築
物
等
を
取
得
す
る
場
合

　
　
　

買
い
替
え
特
例　

所
得
税
1
0
0
％

　
　

② 

集
約
都
市
開
発
事
業
の
た
め
に
土
地
等
を

譲
渡
し
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
同
事
業
に

よ
る
建
築
物
を
取
得
し
な
い
場
合

　
　
　

所
得
税
の
軽
減
税
率
（
原
則
15
％
）

　
　
　
　

6
、0
0
0
万
円
以
下　

10
％

　
　
　
　

6
、0
0
0
万
円
超　
　

15
％

　
　
【
事
業
用
資
産
も
対
象
】

　
　

 　

集
約
都
市
開
発
事
業
の
た
め
に
長
期
保
有

（
5
年
間
超
）
の
土
地
等
を
譲
渡
す
る
場
合

　
　

・
所
得
税
（
個
人
住
民
税
）
の
軽
減
税
率

　
　
　

原
則 

所
得
税
15
％
（
個
人
住
民
税
5
％
）

　
　
　

軽
減 

2
、0
0
0
万
円
以
下 

10
％
（
4
％
）

　
　
　
　
　

 

2
、0
0
0
万
円
超   

15
％（
5
％
）

　
　

・
法
人
税

　
　
　

 

5
年
超
保
有
は
原
則
5
％
重
課
の
と
こ
ろ
、

重
課
の
適
用
除
外

8
・ 

土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
等
に
係
る
登
録

免
許
税
の
特
例
措
置
の
延
長

　

土
地
の
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
登
記
及
び

土
地
所
有
権
の
信
託
登
記
に
関
す
る
登
録
免
許
税

の
特
例
措
置
を
さ
ら
に
2
年
間
延
長
す
る
。

　

※
税
率
の
推
移

　
　

① 

土
地
の
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
登
記

の
税
率
（
本
則
2
・
0
％
）

　
　
　

 

H
15
〜
22
年
度
（
1
・
0
％
）、
23
年
度

（
1
・
3
％
）、
24
年
度
（
1
・
5
％
）、

25
・
26
年
度
（
1
・
5
％
）

　
　

② 

土
地
の
所
有
権
の
信
託
登
記
の
税
率
（
本

則
0
・
4
％
）

　
　
　

 

H
15
〜
22
年
度
（
0
・
2
％
）、
23
年
度

（
0
・
25
％
）、
24
年
度
（
0
・
3
％
）
25
・

26
年
度
（
0
.
3
％
）

9
・
事
業
承
継
税
制
の
見
直
し

　

事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
の
円

滑
な
事
業
承
継
を
支
援
す
る
た
め
、
非
上
場
株
式

等
に
係
る
相
続
税
等
を
納
税
猶
予
す
る
制
度
で
あ

り
、
平
成
21
年
度
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
た
が
、

当
初
想
定
し
て
い
た
ほ
ど
利
用
が
進
ん
で
い
な
い
状

況
で
あ
り
、
制
度
を
使
い
や
す
く
す
る
た
め
、
適

用
要
件
を
見
直
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（1）
親
族
外
承
継
の
対
象
化

　

後
継
者
を
先
代
経
営
者
の
親
族
に
限
定
し
て
い

た
が
、
親
族
外
へ
の
承
継
も
対
象
と
す
る
。

（2）
雇
用
維
持
要
件
の
緩
和

　

相
続
・
贈
与
後
の
雇
用
維
持
要
件
を
、「
雇
用
の

8
割
以
上
を
5
年
間
毎
年
」
か
ら
「
雇
用
の
8
割

以
上
を
5
年
間
平
均
」
に
変
更
す
る
。

（3）
納
税
猶
予
打
ち
切
り
リ
ス
ク
の
緩
和

　

① 

要
件
を
満
た
せ
ず
納
税
猶
予
打
ち
切
り
の
際

は
、
納
税
猶
予
額
に
加
え
利
子
税
の
支
払
が

必
要
で
あ
る
が
、
利
子
税
率
を
現
行
2
・

1
％
か
ら
0
・
9
％
に
引
き
下
げ
る
。
ま
た
、

承
継
5
年
超
で
、
5
年
間
の
利
子
税
を
免
除

す
る
。

　

② 

相
続
・
贈
与
か
ら
5
年
後
以
降
は
、
後
継
者

の
死
亡
又
は
会
社
倒
産
に
よ
り
納
税
免
除
と

な
る
が
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
民
事
再
生
、
会

社
更
生
等
の
際
に
は
、
納
税
猶
予
額
を
再
計

算
し
、
一
部
免
除
と
な
る
緩
和
策
を
設
け
る
。

（4）
役
員
退
任
要
件
の
緩
和

　

後
継
者
が
贈
与
を
受
け
た
際
、
先
代
経
営
者
が

役
員
を
退
任
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
た
が
、

代
表
者
を
退
任
す
れ
ば
よ
い
こ
と
と
す
る
。

（5）
事
前
確
認
制
度
の
廃
止

　

制
度
利
用
の
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
の
「
認
定
」

に
加
え
て
「
事
前
確
認
」
を
受
け
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
が
、
事
前
確
認
制
度
は
廃
止
と
な
っ
た
。

当
連
合
会
の
要
望
事
項
関
係
の

予
算
上
の
措
置

10
・ 

事
業
用
建
物
に
対
す
る
耐
震
診
断
・
耐
震

改
修
の
支
援
策

　

税
制
で
は
な
く
、
平
成
25
年
度
政
府
予
算
に
お

い
て
、
大
規
模
建
築
物
や
避
難
路
の
沿
道
建
築
物

等
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
等
へ
の
補
助
率
を
拡

大
す
る
「
耐
震
対
策
緊
急
促
進
事
業
」
が
創
設
さ

れ
た
。

　

※
耐
震
対
策
緊
急
促
進
事
業
の
要
件

　
　

対
象
建
築
物
：

　
　

・ 

不
特
定
多
数
の
者
が
利
用
す
る
大
規
模
な

建
築
物

　
　

・ 

地
震
時
の
避
難
確
保
上
特
に
配
慮
を
要
す

る
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
大
規
模
な
建

築
物

　
　

・ 

緊
急
輸
送
道
路
等（
地
方
公
共
団
体
が
指
定
）

の
避
難
路
沿
道
建
築
物  

そ
の
他

　
　

補
助
率
：

　
　
　

耐
震
診
断　

国
1
／
2
（
通
常
1
／
3
）

　
　
　

 

耐
震
改
修　

避
難
路
沿
道
建
築
物
、
避
難

所
等
の
防
災
拠
点

　
　
　

国
2
／
5
（
通
常
1
／
3
）

　
　
　

上
記
以
外

　
　
　

国
1
／
3
（
通
常
11
・
.
5
％
）

　
　
　

※ 

国
に
加
え
て
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る

補
助
率
の
上
乗
せ
が
可
能

　
　

期
限
：

　
　
　

平
成
27
年
度
末
ま
で

　

※ 

当
連
合
会
は
、
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
を

減
額
す
る
制
度
の
創
設
を
要
望
し
て
い
た
が
、

こ
れ
に
代
え
て
、
予
算
上
の
措
置
が
講
じ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

当
連
合

用
な
設
備

面
積
相
当

す
る
制
度

生
緊
急
整

税
制
改
正
大
綱
に
つ
い
て

　
政
府
は
、
平
成
25
年
1
月
29
日
、
平
成
25
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
た
。

　
こ
れ
に
先
立
つ
1
月
24
日
、
自
民
、
公
明
両
党
が
決
定
し
た
税
制
改
正
大
綱
に
基
づ
い
た
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

　
大
綱
で
は
、
総
論
と
し
て
、「
成
長
と
富
の
創
出
の
好
循
環
」
の
実
現
に
向
け
、
民
間
投
資
の
喚

起
、
雇
用
・
所
得
の
拡
大
、
中
小
企
業
対
策
等
の
た
め
の
税
制
上
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
社
会

保
障
・
税
一
体
改
革
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
所
得
税
、
相
続
税
及
び
贈
与
税
に
つ
い
て
の
所
要

の
措
置
、
住
宅
取
得
に
係
る
税
制
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
、
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ビ
ル
事
業
に
関
係
す
る
主
な
項
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
25
年
度
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